
議案第２１号  

 

      宇治市介護保険条例の一部を改正する条例を制定するについ

て  

 

  宇治市介護保険条例の一部を、次のとおり改正するものとする。  

 

    令和３年２月２２日提出  

 

                                  宇治市長  松  村  淳  子  



宇治市条例第    号  

   宇治市介護保険条例の一部を改正する条例  

 宇治市介護保険条例（平成１２年宇治市条例第３８号）の一部を

次のように改正する。  

第４条各号列記以外の部分中「平成３０年度から令和２年度」を

「令和３年度から令和５年度」に改め、同条第１号中「２８，０８

０円」を「３０，６２０円」に改め、同条第２号中「３７，４３０

円」を「４０，８２０円」に改め、同条第３号中「４３，６７０円

」を「４７，６３０円」に改め、同条第４号中「４９，９１０円」

を「５４，４３０円」に改め、同条第５号中「６２，３８０円」を

「６８，０３０円」に改め、同条第６号中「６８，６２０円」を「

７４，８４０円」に改め、同号ア中「又は第３６条」を「、第３５

条の３第１項又は第３６条」に、「とする」を「とし、当該合計所

得金額が０を下回る場合には、０とする」に改め、同条第７号中「

８１，１００円」を「８８，４４０円」に改め、同条第８号中「１

０２，９３０円」を「１１２，２５０円」に改め、同条第９号中「

１２１，６５０円」を「１３２，６６０円」に改め、同条第１０号

中「１３１，０００円」を「１４２，８７０円」に改め、同条第１

１号中「１４０，３６０円」を「１５３，０７０円」に改め、同条

第１２号中「１４９，７２０円」を「１６３，２８０円」に改め、

同条第１３号中「１５９，０７０円」を「１７３，４８０円」に改

め、同条第１４号中「１６８，４３０円」を「１８３，６９０円」

に改め、同条第１５号中「１８４，０３０円」を「２００，６９０

円」に改める。  

第１１条第１項各号列記以外の部分中「減免する」を「減額し、

又は免除する」に改め、同条第２項各号列記以外の部分中「減免を

」を「減額又は免除を」に、「添付して」を「添えて」に、「提出

しなければ」を「申請しなければ」に改め、同部分に次のただし書

を加える。  

ただし、期限内に申請できないことについてやむを得ない理由



があると市長が認める場合は、この限りでない。  

 第１１条第２項第２号中「減免を」を「減額又は免除を」に、「

、減免を」を「、減額又は免除を」に改め、同項第３号及び同条第

３項中「減免を」を「減額又は免除を」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第１１

条の改正規定は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第４条及び次項から附則第６項までの規定は、令和３

年度以後の年度分の保険料について適用し、令和２年度分までの

保険料については、なお従前の例による。  

 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準

の特例）  

３  第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（

昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又

は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得が含まれ

ている者の令和３年度における保険料率の算定についての第４条

（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１

１号ア、第１２号ア、第１３号ア及び第１４号アに係る部分に限

る。）の規定の適用については、同条第６号ア中「租税特別措置

法」とあるのは、「所得税法第２８条第１項に規定する給与所得

及び同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計

額については、同法第２８条第２項の規定によつて計算した金額

及び同法第３５条第２項第１号の規定によつて計算した金額の合

計額から１０万円を控除して得た額（当該額が０を下回る場合に

は、０とする。）によるものとし、租税特別措置法」とする。  

４  前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準

用する。この場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「

令和３年」と読み替えるものとする。  



５  附則第３項の規定は、令和５年度における保険料率の算定につ

いて準用する。この場合において、同項中「令和２年」とあるの

は、「令和４年」と読み替えるものとする。  

（令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率の特

例）  

６  改正後の第４条第１号から第３号までに掲げる第１号被保険者

についての令和３年度から令和５年度までの各年度における保険

料率は、これらの号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第１

号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  

 ⑴  第４条第１号に掲げる者  １７，０１０円  

 ⑵  第４条第２号に掲げる者  ２３，８２０円  

 ⑶  第４条第３号に掲げる者  ４４，２２０円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 

 第８期介護保険事業計画の策定による介護保険料額の改定等に伴

い、所要の改正を行うものであります。  


